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【 補 正 方 法 】 変 更
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 移 動 局 に よ っ て 実 行 さ れ る ワ イ ヤ レ ス 通 信 の 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 移 動 局 に よ っ て 、 ア ッ プ リ ン ク 送 信 機 会 が ス ロ ッ ト 境 界 を 横 断 す る こ と を 許 可 せ ず  
、 ス ロ ッ ト ご と に 1 個 の ア ッ プ リ ン ク 送 信 機 会 の み を 許 可 す る 、 ア ッ プ リ ン ク 反 復 タ イ プ  
に 関 連 付 け ら れ る 公 称 反 復 の 数 を 示 す 構 成 を 受 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 移 動 局 に よ っ て 、 送 信 機 会 が 前 記 ア ッ プ リ ン ク 反 復 タ イ プ の 実 際 の 反 復 の た め に 利  
用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 に お い  
て 前 記 実 際 の 反 復 を 送 信 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 送 信 機 会 が ス ロ ッ ト で あ る 、 ス テ ッ  
プ と 、
　 前 記 移 動 局 に よ っ て 、 実 際 の 反 復 の 数 が 公 称 反 復 の 前 記 数 に 等 し い と き 、 反 復 が そ れ ら  
の ス ロ ッ ト の 各 々 の 中 で 実 際 に 送 信 さ れ る か ど う か に か か わ ら ず 、 連 続 ス ロ ッ ト を 計 数 す  
る の で は な く 、 実 際 の 反 復 の 数 を 計 測 す る こ と に よ っ て 前 記 ア ッ プ リ ン ク 反 復 タ イ プ の 実  
際 の 反 復 の 送 信 を 終 了 す る ス テ ッ プ と
を 含 む 、 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 前 記 決 定 が 、  
前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の す べ て の シ ン ボ ル を 含 む 完 全 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ  
ソ ー ス を 有 す る と の 決 定 を 含 む 、 請 求 項 1 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 前 記 決 定 が 、  
前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の す べ て の シ ン ボ ル よ り 少 な い シ ン ボ ル を 含 む 部 分 送 信 の  
た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 決 定 を 含 み 、 実 際 の 反 復 の 部 分 送 信 が 、 少 な く と  
も 2 つ の 異 な る 送 信 機 会 に お い て 異 な る 開 始 シ ン ボ ル イ ン デ ッ ク ス を 有 す る か 、 ま た は
前 記 送 信 機 会 が 前 記 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 前 記 決 定 が 、
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前 記 送 信 機 会 が し き い 値 数 の 復 調 基 準 信 号 ( D M R S ) シ ン ボ ル を 有 す る と の 決 定 、
前 記 送 信 機 会 が し き い 値 数 の デ ー タ シ ン ボ ル を 有 す る と の 決 定 、
前 記 送 信 機 会 が 前 記 部 分 送 信 の た め の し き い 値 数 の 連 続 シ ン ボ ル を 有 す る と の 決 定 、
前 記 送 信 機 会 が 、 前 記 実 際 の 反 復 の 初 期 シ ン ボ ル を 含 む 、 し き い 値 数 の 連 続 シ ン ボ ル を 有  
す る と の 決 定 、 ま た は
そ れ ら の 組 合 せ
の う ち の 少 な く と も 1 つ を 含 み 、 前 記 し き い 値 数 の D M R S シ ン ボ ル 、 前 記 し き い 値 数 の デ  
ー タ シ ン ボ ル 、 ま た は 前 記 し き い 値 数 の 連 続 シ ン ボ ル の う ち の 少 な く と も 1 つ が 、 基 地 局  
に よ っ て 前 記 移 動 局 に 示 さ れ る 、
請 求 項 1 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 方 法 が 、
　 　 前 記 部 分 送 信 を 送 信 す る こ と に 関 連 付 け ら れ る 1 つ ま た は 複 数 の 条 件 の 指 示 を 受 信 す  
る ス テ ッ プ と 、
　 　 前 記 1 つ ま た は 複 数 の 条 件 が 満 た さ れ る と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前  
記 送 信 機 会 が 前 記 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と 決 定 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 む か 、 ま た は
　 　 前 記 部 分 送 信 を 送 信 す る こ と に 関 連 付 け ら れ る シ ン ボ ル パ タ ー ン の 指 示 を 受 信 す る ス  
テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 部 分 送 信 に お い て 送 信 さ れ る こ と が 要 求  
さ れ る 前 記 実 際 の 反 復 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル を 示 す 、 ス テ ッ プ と 、
　 　 前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 部 分 送 信  
の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と 決 定 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 み 、 前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 構 成 の 中 に 示 さ れ 、 前 記 ス ロ ッ ト 内 に 含  
ま れ た シ ン ボ ル の 数 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ く 静 的 な 数 の ビ ッ ト を 含 か 、 ま た は 前 記 シ  
ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 実 際 の 反 復 を ス ケ ジ ュ ー ル す る ア ッ プ リ ン ク 許 可 の 中 に 示 さ れ 、  
前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 実 際 の 反 復 内 に 含 ま れ た シ ン ボ ル の 数 に 少 な く と も 部 分 的  
に 基 づ く 動 的 な 数 の ビ ッ ト を 含 む 、
請 求 項 3 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 　 前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 受 信 す る  
ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る  
処 理 時 間 し き い 値 を 満 た す 時 間 に 受 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
　 　 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記 送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能  
な 1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の  
反 復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満 た す と 決 定 す る ス テ ッ プ と  
、
　 　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た す と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 実 際  
の 反 復 を 送 信 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 む か 、 ま た は 、
前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 受 信 す る ス テ  
ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る 処 理  
時 間 し き い 値 を 満 た さ な い 時 間 に 受 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
前 記 実 際 の 反 復 を 送 信 し た 後 、 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記  
送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能 な 1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、  
前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満  
た す と 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た す と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 実 際 の 反 復 の  
前 記 数 に 向 け て 計 数 す る 反 復 カ ウ ン タ を 増 分 す る ス テ ッ プ と
を さ ら に 含 む か 、 ま た は 、
前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 受 信 す る ス テ  
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ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る 処 理  
時 間 し き い 値 を 満 た さ な い 時 間 に 受 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
前 記 実 際 の 反 復 を 送 信 し た 後 、 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記  
送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能 な 1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、  
前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満  
た さ な い と 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た さ な い と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 実 際 の 反  
復 の 前 記 数 に 向 け た 前 記 実 際 の 反 復 の 計 数 を 控 え る ス テ ッ プ と
を さ ら に 含 む 、
請 求 項 1 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
公 称 反 復 の 前 記 数 が 、 前 記 移 動 局 用 に 構 成 さ れ た ス ロ ッ ト パ タ ー ン ま た は 前 記 移 動 局 用 に  
構 成 さ れ た サ ブ キ ャ リ ア 間 隔 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ く 反 復 の 最 大 数 以 下 で あ る 、 ま た  
は 、
前 記 実 際 の 反 復 が 、 実 際 の 反 復 送 信 が 発 生 す る 場 合 に 増 分 さ れ 、 実 際 の 反 復 送 信 が 発 生 し  
な い 場 合 に 増 分 さ れ な い 、 送 信 イ ン デ ッ ク ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 決 定 さ れ る 冗  
長 バ ー ジ ョ ン を 使 用 し て 送 信 さ れ る 、
請 求 項 1 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 基 地 局 に よ っ て 実 行 さ れ る ワ イ ヤ レ ス 通 信 の 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 基 地 局 に よ っ て 、 ア ッ プ リ ン ク 送 信 機 会 が ス ロ ッ ト 境 界 を 横 断 す る こ と を 許 可 せ ず  
、 ス ロ ッ ト ご と に 1 個 の ア ッ プ リ ン ク 送 信 機 会 の み を 許 可 す る 、 ア ッ プ リ ン ク 反 復 タ イ プ  
に 関 連 付 け ら れ る 公 称 反 復 の 数 を 示 す 構 成 を 移 動 局 に 送 信 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 基 地 局 に よ っ て 、 送 信 機 会 が 前 記 ア ッ プ リ ン ク 反 復 タ イ プ の 実 際 の 反 復 の た め に 利  
用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 に お い  
て 前 記 実 際 の 反 復 を 監 視 す る ス テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 送 信 機 会 が ス ロ ッ ト で あ る 、 ス テ ッ  
プ と 、
　 前 記 基 地 局 に よ っ て 、 実 際 の 反 復 の 数 が 公 称 反 復 の 前 記 数 に 等 し い と き 、 反 復 が そ れ ら  
の ス ロ ッ ト の 各 々 の 中 で 実 際 に 送 信 さ れ る か ど う か に か か わ ら ず 、 連 続 ス ロ ッ ト を 計 数 す  
る の で は な く 、 実 際 の 反 復 の 数 を 計 測 す る こ と に よ っ て 前 記 ア ッ プ リ ン ク 反 復 タ イ プ の 実  
際 の 反 復 の 送 信 の 監 視 を 終 了 す る ス テ ッ プ と
を 含 む 、 方 法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 前 記 決 定 が 、  
前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の す べ て の シ ン ボ ル を 含 む 完 全 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ  
ソ ー ス を 有 す る と の 決 定 を 含 む か 、 ま た は 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の た め に 利 用  
可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 前 記 決 定 が 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反 復 の す べ て の シ ン  
ボ ル よ り 少 な い シ ン ボ ル を 含 む 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と の 決 定 を  
含 み 、 前 記 方 法 が 、
前 記 部 分 送 信 を 送 信 す る こ と に 関 連 付 け ら れ る 1 つ ま た は 複 数 の 条 件 の 指 示 を 送 信 す る ス  
テ ッ プ と 、
前 記 1 つ ま た は 複 数 の 条 件 が 満 た さ れ る と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送  
信 機 会 が 前 記 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と 決 定 す る ス テ ッ プ と
を さ ら に 含 む か 、 ま た は
前 記 部 分 送 信 を 送 信 す る こ と に 関 連 付 け ら れ る シ ン ボ ル パ タ ー ン の 指 示 を 送 信 す る ス テ ッ  
プ で あ っ て 、 前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 部 分 送 信 に お い て 送 信 さ れ る こ と が 要 求 さ れ  
る 前 記 実 際 の 反 復 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル を 示 す 、 ス テ ッ プ と 、
前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 部 分 送 信 の た  
め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス を 有 す る と 決 定 す る ス テ ッ プ と
を さ ら に 含 み 、 前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 構 成 の 中 に 示 さ れ 、 前 記 ス ロ ッ ト 内 に 含 ま  
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れ た シ ン ボ ル の 数 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ く 静 的 な 数 の ビ ッ ト を 含 む か 、 ま た は   前 記  
シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 実 際 の 反 復 を ス ケ ジ ュ ー ル す る ア ッ プ リ ン ク 許 可 の 中 に 示 さ れ  
、 前 記 シ ン ボ ル パ タ ー ン が 、 前 記 実 際 の 反 復 内 に 含 ま れ た シ ン ボ ル の 数 に 少 な く と も 部 分  
的 に 基 づ く 動 的 な 数 の ビ ッ ト を 含 む 、
請 求 項 7 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 送 信 す る ス  
テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る 処  
理 時 間 し き い 値 を 満 た す 時 間 に 送 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記 送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能 な  
1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反  
復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満 た す と 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た す と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 実 際 の  
反 復 を 監 視 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 む 、 請 求 項 7 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 送 信 す る ス  
テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る 処  
理 時 間 し き い 値 を 満 た さ な い 時 間 に 送 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記 送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能 な  
1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反  
復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満 た す と 決 定 す る ス テ ッ プ と 、
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た す と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 実 際 の 反 復  
の 前 記 数 に 向 け て 計 数 す る 反 復 カ ウ ン タ を 増 分 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 む 、 請 求 項 7 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 送 信 す る ス  
テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る 処  
理 時 間 し き い 値 を 満 た さ な い 時 間 に 送 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記 送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能 な  
1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反  
復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満 た さ な い と 決 定 す る ス テ ッ プ  
と 、
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た さ な い と の 決 定 に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 実 際 の  
反 復 の 前 記 数 に 向 け た 前 記 実 際 の 反 復 の 計 数 を 控 え る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 む 、 請 求 項 7 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 前 記 送 信 機 会 の 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 を 取 り 消 す た め の 指 示 を 送 信 す る ス  
テ ッ プ で あ っ て 、 前 記 指 示 が 、 前 記 送 信 機 会 に 先 立 っ て 、 前 記 移 動 局 に 関 連 付 け ら れ る 処  
理 時 間 し き い 値 を 満 た さ な い 時 間 に 送 信 さ れ る 、 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 1 つ ま た は 複 数 の シ ン ボ ル 内 の 送 信 の 取 消 し 後 に 前 記 送 信 機 会 に お い て 利 用 可 能 な  
1 つ ま た は 複 数 の リ ソ ー ス に 少 な く と も 部 分 的 に 基 づ い て 、 前 記 送 信 機 会 が 前 記 実 際 の 反  
復 の 部 分 送 信 の た め に 利 用 可 能 な リ ソ ー ス に 関 す る 条 件 を 満 た さ な い と 決 定 す る ス テ ッ プ  
と 、
　 前 記 送 信 機 会 が 前 記 条 件 を 満 た さ な い と の 決 定 に も か か わ ら ず 、 実 際 の 反 復 の 前 記 数 に  
向 け て 計 数 す る 反 復 カ ウ ン タ を 増 分 す る ス テ ッ プ と
　 を さ ら に 含 む 、 請 求 項 7 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 １ ３ 】
　 ワ イ ヤ レ ス 通 信 の た め の 移 動 局 で あ っ て 、 請 求 項 １ 乃 至 ６ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法 を  
実 行 す る た め の 手 段 を 有 す る 、 移 動 局 。
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【 請 求 項 １ ４ 】
　 ワ イ ヤ レ ス 通 信 の た め の 基 地 局 で あ っ て 、 請 求 項 ７ 乃 至 １ ２ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 方 法  
を 実 行 す る た め の 手 段 を 有 す る 、 基 地 局 。
【 請 求 項 １ ５ 】
ワ イ ヤ レ ス 通 信 の た め の 装 置 に よ っ て 実 行 さ れ る と 、 前 記 装 置 に 請 求 項 １ 乃 至 １ ２ の 何 れ  
か 一 項 に 記 載 の 方 法 を 実 行 さ せ る 命 令 を 含 む 、 コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
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